
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す

る
政
令
案
要
綱

第
一

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
旅
行
業
者
代
理
業
の
登
録
等
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す

る
事
務
か
ら
観
光
圏
内
限
定
旅
行
業
者
代
理
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
等
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

（
第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
）

第
二

こ
の
政
令
は
、
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十

年
七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


